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「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年１月20日閣議決定）
〔森林総合研究所・水源林造成事業関係部分抜粋〕

Ⅱ 独立行政法人の制度の見直し
１．法人の事務・事業の特性に着目した類型化とガバナンスの構築

(略)
(1) 成果目標達成法人

成果目標達成法人は、多種多様な事務・事業を実施しており、それぞれに
期待される政策実施機能も様々であることから、各法人が行う事務・事業の
特性に着目し、一定の類型化を行った上で、当該類型に即したガバナンスを
構築することとし、その具体的な内容については、別紙で示した類型に即し、
必要に応じ個別法も含めた法制的な対応（ふさわしい名称を含む。）を行う。

なお、一つの法人において複数の類型に跨る事務・事業を行っている場合
には、法人の経理を区分するなどした上で、複数のガバナンスが適用される
こともあり得る。また、いずれの類型にも該当しない事務・事業を行う法人
については、「２．新たな法人制度に共通するルールの整備」に示すガバナ
ンスが適用されることになる。
① 研究開発型

法人の主要な業務として、高い専門性等を有する研究開発に係る事務・
事業を実施し、公益に資する研究開発成果の 大化を重要な政策目的とす
る法人類型

（略）
⑦ 行政事業型

個別の法令に規定された事業を、補助金等の使途が定められた財源によ
り行う法人類型
【構築すべきガバナンス】

・中期目標管理においては、業務・財務の改善目標に重点を置きつつ、
業務の実施方法の妥当性や効率性について、主務大臣による評価を実
施する。

・運営費交付金が充てられている事業の内容を精査し、可能な限り補助
金等に切り替えるものとする。

（略）

Ⅲ 独立行政法人の組織の見直し
各独立行政法人の組織について講ずべき措置は、別紙のとおりである。

Ⅳ 新たな法人制度及び組織への移行に当たっての措置
（略）
○ この改革の実施に必要な措置については、平成26年４月に新たな法人制度及
び組織に移行することを目指して講じるものとする。

（別紙）各独立行政法人について講ずべき措置 （抜粋）
農林水産省

【森林総合研究所】
○ 研究開発型の成果目標達成法人とする。
○ 水源林造成事業等については、行政事業型のガバナンスを適用する。
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